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三戸町地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託 仕様書 

 

１ 業務名称 

三戸町地球温暖化対策実行計画策定支援業務 

 

２ 目的及び概要 

本業務は、環境省の補助事業である「令和４年度（第２次補正予算）二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業）」

を活用し、三戸町地球温暖化対策実行計画を策定支援することを目的とする。 

なお、計画策定においては、当町の地域内の再生可能エネルギー導入ポテンシャルや、将来

の地域のエネルギー需要量・温室効果ガス排出量の推計等を踏まえた、当町の再生可能エネル

ギー導入目標を設定するとともに、地域課題の解決や、地域活性化に繋がる具体的な施策及び

その実現に向けた体制構築を検討しながら、調査・検討結果に基づき策定するものとし、令和

５年３月に公表された地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル及び地方公

共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアルを参照するものとする。 

また、気候変動影響への適応策も検討し、実行計画を気候変動適応法に基づく「地域気候変

動適応計画」としても位置付けるものとする。 

 

３ 業務期間 

  契約締結日の翌日から令和６年１月１５日まで 

 

４ 業務内容 

 三戸町地球温暖化対策実行計画策定支援業務として、下記の業務を行い、三戸町地球温暖化

対策実行計画の素案を作成するもの。 

（１）自然的・経済的・社会的条件の整理 

当町の自然的、経済的、社会的条件を踏まえ、必要な情報収集と現状分析を行う。 

（２）環境意識調査（アンケート調査）の実施及び分析 

計画を策定するにあたり、住民、事業者等を対象に、地球温暖化に対する意識・意向、取

組の実践状況等を把握するために、環境意識調査を実施する。実施にあたっては、計画作成

に有効な回答数を確保することを努めることとする。調査後、集計・分析を行い、調査結果

を本業務の基礎資料とするとともに計画に反映するものとする。また、調査方法に関しては、

アンケートの実施と合わせて、可能な限り事業者に対する直接のヒアリングを実施すること。 

（３）温室効果ガス排出量の現況推計 

当町の特性や温室効果ガス削減対策の効果を踏まえ、温室効果ガス排出量の現況推計を行

うとともに、森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計を行う。 

（４）温室効果ガス排出量の将来推計・目標設定 

将来のエネルギー消費量等を踏まえた温室効果ガス排出量の将来推計を行うとともに、国

の方針を踏まえた温室効果ガス排出量削減目標の検討を行う。 
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（５）再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査 

当町の特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを調査する。 

（６）再生可能エネルギーの導入目標設定 

当町の再生可能エネルギー導入ポテンシャルや将来のエネルギー消費量等を踏まえた再エ

ネ導入目標を検討する。 

（７）必要な政策及び重要な施策に関する構想の策定 

温室効果ガス削減目標、再エネ導入目標達成のため、当町の地域特性を踏まえた施策・取

組を検討し、優先して取り組むべき具体的かつ効果的な重点施策を検討する。 

（８）進捗管理のための指標及び体制構築の検討 

目標達成状況や施策の取組状況を把握・管理するための指標及び進行管理体制の検討を行

う。 

（９）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の素案作成 

調査・検討結果を踏まえ、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の計画書素案及び概要

版を作成する。なお、計画は事務事業編及び地域気候変動適応計画が包含された内容である

ものとし、写真・イラスト・図表等を適切に配置し、読みやすくデザイン性に優れたものと

する。 

（10）検討会議運営支援 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定にあたり当町が実施する検討会議への出席、

会議資料の作成、議事要旨の作成等の支援を行う。 

（11）業務報告書の作成 

本事業の調査・検討結果を業務報告書としてとりまとめる。 

（12）その他 

本業務の遂行にあたり、前項以外で必要な事項について、町と協議のうえ実施すること。

協議に際して必要な資料や議事概要を作成すること。 

 

５ 特記事項 

（１）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（令和５年３月）」、

「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料」な

どで示される考え方に基づき作成を行うこと。 

また、三戸町総合振興計画等の上位計画や、国、県の関連計画との整合性を十分に図ること。 

（２）本業務は環境省「令和４年度（第２次補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業）」の趣旨・公募

要領・交付規程を厳守のうえ実施すること。 

（３）事務事業編の策定にあたり必要となる資料等については、原則として町から提供するもの

とする。 

（４）受託者は、業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記する。 
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（５）本業務の執行等に伴う費用は、原則として受託者の負担とする。 

（６）本業務を実施するにあたり、関係法令、規定等を遵守すること。また、その実施にあたっ

ては、委託者と十分協議した上で行うこと。 

（７）受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、契約完了後も

同様とする。 

（８）本業務により新たに生じる著作物及び二字著作物等の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 

条の権利を含む）は、委託者に帰属することとし、委託者は事前の連絡なく加工及び二次利

用できることとする 

（９）受託者は、制作する成果物について第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するも

のでないことを保証すること。なお、成果物に使用する写真、文字等が受託者以外の者の著

作物（以下「原著作物」という。）である場合には、原著作者に説明し、承諾を得るなど必要

な手続きを取った上で本業務にあたることとし、原著作物の著作者等と委託者との間に著作

権法等上の紛争が生じないようにし、万一問題が生じたときは、委託者に不利益が生じない

よう、受託者の責任においてこれを処理するものとする。 

（10）今回の事業実施において仕様書に記載のない効果的な事項等がある場合は、その差異を明

記し、積極的に提案書に盛り込むこと。 

（11）本業務の実施にあたり、この仕様書に定めの無い事項及び疑義が生じた場合は、その都度、

委託者と協議し、その指示に従うものとする。 

 

６ 成果品 

（１）業務報告書 A4版 2部 

（２）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案 A4版 １部 

（３）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）概要版素案 A4版 １部 

（４）その他関連資料（根拠資料等） １部 

（５）上記データを格納した電子データ（CD-R） １部 

 


